おぐキッズファミリー　会則 
（名称・所在地）

第１条　　本会は おぐキッズファミリーと称し、事務局を宇治市に置く。

（目的）

第２条　　本会は、京都府宇治市へ避難してきている子育て世代が孤立する事無く情報提供を得られたり、相談できる安心を支援する。
　　　　　避難者同士が持つ、慣れない土地での子育ての問題解決、交流、リフレッシュの場を設ける。
（活動内容）

第３条　　本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

1． 母親の体調不良、急用、リフレッシュなど、地元NPO子育てグループと協力して避難母子のサポート体制を構築する。
2． リフレッシュを含め、定期的に地元や京都近隣での講習会などに参加する。
3． 将来への不安、子育ての悩み等、個々の状況に応じたカウンセリングやアドバイスが受けられる様な機会を設ける。

4． 食への不安を少しでも解消すべく、レンタル畑で子供達と安心して土に触れ合いながら野菜作りを通して交流を深める。

5． その他、目的を達成するために必要と考えられる活動。

（会員の種別）

第４条　　本会の会員は、次の４種とし、正会員をもって会の運営を行う。

　　　　　１．正会員　　　会の目的に賛同し、活動できる人
　　　　　２．賛助会員　　会の目的に賛同し、財政的支援をいただく団体

（役員・会計）

第５条　　本会に役員は置かず、代表・書記・会計のみを置く。

　　　　　代表１名、書記会計兼務１名

（役員・会計の選出と任期）

第６条　　代表・書記・会計の任期は１年とする。

　　　　　ただし、再任は妨げない。

（総会・役員会）

第７条　　１　本会の総会は無しとする。下記内容に関しては代表・書記会計がおおよそまとめる事とする。
　　　　　(1)事業計画　(2)予算・決算　(3)会則改正　(4)その他必要事項
　　　　　２　3ヶ月毎に会全体の運営について協議する。
（会費等）
第８条　　本会の必要経費は、助成金の収入によって賄う。
　　　　　会費は不要とする。
（会計年度）

第９条　　本会の会計は、平成23年11月1日より平成24年5月30日までとする。

（会計報告）

第10条　　本会の会計報告は、平成２４年５月に行う。

〔付　則〕この会則は、平成２３年１１月１日より施行する。

　　　　
